
平
成
二
十
年
十
一
月
六
日
提
出

質

問

第

一

九

三

号

外
務
省
に
よ
る
秘
密
指
定
文
書
の
流
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
に
よ
る
秘
密
指
定
文
書
の
流
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
一
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
一
五
号
）
に
よ
る
と
、
外
務
省
の
文
書
の
秘
密
指
定

区
分
に
は
「
秘
」
「
極
秘
」
の
二
つ
が
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
な
く
外
部
の
者
に
配
付
し
又
は
提
示
す

る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
答
弁
で
言
う
「
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
」
と
は
、

例
外
的
に
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。

二

秘
密
指
定
の
解
除
が
な
さ
れ
て
い
な
い
文
書
を
、
外
務
省
外
部
の
者
に
配
付
、
ま
た
は
提
示
す
る
こ
と
が
例
外
的
に
許
さ

れ
る
場
合
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
場
合
か
。

三

過
去
に
外
務
省
に
お
い
て
、
秘
密
指
定
の
解
除
が
な
さ
れ
て
い
な
い
文
書
が
、
外
務
省
外
部
の
者
に
配
付
、
ま
た
は
提
示

さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。

四

二
〇
〇
一
年
三
月
五
日
に
、
当
時
の
ロ
シ
ュ
コ
フ
・
ロ
シ
ア
外
務
次
官
と
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
の
会
談
（
以
下
、

「
会
談
」
と
い
う
。
）
が
東
京
で
行
わ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

五

「
会
談
」
に
同
席
し
た
外
務
省
職
員
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
会
談
」
が
行
わ
れ
た
当
時
、
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
の
任
に
就
い
て
い
た
者
は
誰
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



七

「
会
談
」
を
記
録
し
た
文
書
は
作
成
さ
れ
た
か
。

八

七
の
文
書
に
秘
密
指
定
は
か
け
ら
れ
て
い
た
か
。
か
け
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
秘
密
指
定
は
い
つ
解
除
さ
れ
た

か
。

九

日
本
共
産
党
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
「
昨
年
三
月
五
日
に
行
わ
れ
た
鈴
木
宗
男
議
員
と
ロ
シ
ア
外
務
次
官

の
会
談
記
録
を
お
送
り
し
ま
す
。
こ
の
記
録
は
当
時
の
佐
藤
主
任
分
析
官
が
保
管
す
る
書
類
の
中
か
ら
昨
年
入
手
し
た
も
の

で
す
。
こ
の
記
録
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
鈴
木
議
員
と
東
郷
局
長
は
政
府
の
基
本
方
針
に
反
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ロ
シ

ア
に
伝
え
て
い
た
一
例
で
す
。
内
容
か
ら
も
お
察
し
出
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
記
録
は
外
務
大
臣
に
も
官
房
長
官
に
も

報
告
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
外
務
省
に
も
正
式
な
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
」
と
の
前
文
と
共
に
「
会
談
」
を
記

録
し
た
と
思
わ
れ
る
文
書
（
以
下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
が
志
位
和
夫
委
員
長
の
元
に
匿
名
で
届
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
を
基
に
同
月
二
十
日
、
志
位
氏
は
記
者
会
見
を
行
っ
て
お
り
、
同
党
の
Ｈ
Ｐ
に
は
「
文
書
」
の
全
文
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
右
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

十

「
文
書
」
に
対
す
る
外
務
省
の
評
価
如
何
。

十
一

「
会
談
」
は
外
務
省
の
所
掌
事
務
で
あ
り
、
「
会
談
」
を
記
録
し
た
文
書
が
あ
る
の
な
ら
、
当
然
そ
れ
は
外
務
省
に
お

二



い
て
、
特
に
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
「
文
書
」
は
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア

課
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
良
い
か
。

十
二

「
文
書
」
は
、
一
切
改
ざ
ん
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
事
実
を
正
確
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
。

十
三

「
文
書
」
に
秘
密
指
定
は
な
さ
れ
て
い
た
か
。
な
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
そ
れ
が
解
除
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
。
「
文

書
」
が
日
本
共
産
党
に
届
け
ら
れ
た
二
〇
〇
二
年
三
月
時
点
、
「
文
書
」
の
秘
密
指
定
は
解
除
さ
れ
て
い
た
か
。

十
四

「
文
書
」
が
外
務
省
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
秘
密
指
定
が
解
除
さ
れ
な
い
う
ち
に
外
部
に
流
出

し
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
秘
密
保
全
の
観
点
か
ら
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
「
文
書
」
流
出
に
責
任
を
負
う
者
は

誰
か
。

十
五

十
四
の
者
は
守
秘
義
務
を
定
め
た
公
務
員
法
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
る
と
思
料
す
る
が
、
そ
の
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
処

分
は
下
さ
れ
た
か
。

右
質
問
す
る
。

三


